
 

 

１．１か月単位の変形労働時間制の利点 

 １か月単位の変形労働時間制は，１か月以内の一定期間を単位とするもので，こ

の一定期間を平均して１週間の労働時間が４０時間（特例措置対象事業場は４４時

間）以内であれば，１日８時間以上，あるいは１週４０時間（特例措置対象事業場

は４４時間）以上の所定労働時間を就業規則で定めて行うことが可能になる制度で

す。 

 １年単位の変形労働時間制は，１日や１週の労働時間に上限が設けられています

が，１か月単位の変形労働時間制は，１日や１週の労働時間に上限がありません。

このため，月初が暇で月末が忙しいという企業の場合，例えば，１日から１１日ま

での各日の所定労働時間を５時間（労働日９日），１２日から２４日までの各日の

所定労働時間を８時間（労働日９日），２５日から３１日までの各日の所定労働時

間を１１時間（労働日５日）とする変形労働時間を組むことができ，１１時間の場

合であっても時間外割増賃金（残業代）の支払いは必要ありません。 

 ただし，恒常的に１日８時間週５日労働させる必要がある企業では，時間外割増

賃金（残業代）の請求対策にはなりません。 

２．１か月単位の変形労働時間制の要件 

 １か月単位の変形労働時間制では，労使協定または就業規則で，変形期間を平均

して１週間あたりの労働時間が週法定労働時間以内になるように，対象期間および

起算日を具体的に定める必要があります。 

 就業規則は，対象期間および起算日を定めて，事業場の従業員の過半数代表者の

意見を添付して所轄労働基準監督署に届け出る必要があり，労使協定は，対象期間，

起算日の他に有効期間を定めて，所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

したがって，就業規則に単に「１か月を平均して１週当たりの労働時間が週４０時

間の範囲で変形労働時間制をとることがある」という規定を置くだけでは，各日，

各週の労働時間を定めていないので，適法な１か月単位の変形労働時間制を実施す
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ることができません。 

 対象期間における所定労働時間の合計は，同期間内における法定労働時間の総枠

を超えないように設定する必要があります。 

 法定労働時間の総枠は，週法定労働時間が４０時間の事業場の場合，次の式で計

算することができます。 

【週法定労働時間４０時間×変形期間の日数÷７日】 

 週法定労働時間が４４時間の事業場の場合では，次の式で計算することができま

す。 

【週法定労働時間４４時間×変形期間の日数÷７日】 

 具体的な法定労働時間の総枠の時間数は次のとおりです。 

◆週法定労働時間が４０時間の事業場 

変形期間１か月（３１日）：１７７．１時間 

変形期間１か月（３０日）：１７１．４時間 

２週間：８０．０時間 

◆週法定労働時間が４４時間の事業場 

変形期間１か月（３１日）：１９４．９時間 

変形期間１か月（３０日）：１８８．６時間 

２週間：８８．０時間 

 なお，特定した労働日や労働日ごとの労働時間は，使用者が任意に変更すること

はできません。 

 また，育児を行う者，老人等の介護を行う者，職業訓練または教育を受ける者そ

の他特別の配慮を要する者については，労規則１２条の６により，これらの者が育

児等に必要な時間を確保できるよう，事業者は配慮しなければならないとされてい

ます。 
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